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社会教育施設における学校教育との連携講座等の開催
� 公民館をはじめとする社会教育施設において、子どもたちが地域住民との交流から社会の
ルールや習慣、人間関係形成能力等を身につけることができるよう、学校と連携した講座等の
開催を促進します。

人材育成や情報共有等を行う交流の場づくり
� 県および市町教育委員会等の社会教育関係職員や社会教育関係団体、地域活動の指導者
やコーディネーター等の交流の場を設け、そこで資質の向上を図る研修会を計画的に実施する
とともに、地域におけるさまざまな社会教育活動について情報共有等を行います。

社会教育の取組に対する表彰
� 本県の社会教育の振興に大きく寄与した地域活動の指導者、公民館や図書館等の社会教育
施設、ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体等の功績を称え表彰するとともに、このことが
他の励みとなるよう授賞の情報を県内に広く周知します。

社会教育施設の充実
◦� 美術館等の社会教育施設や文化関係団体等では、次代を担う子どもたちが本物の文化芸術
にふれ親しみ、感性や創造力を育むことができるよう、県生涯学習センターのコーディネートの
もと、学校へ芸術家などの専門家を派遣します。
� また、子どもたちの職場体験の受入れなどを通じて、子どもたちの文化芸術に対する視野を
広げ関心を高める活動を行います。（生活・文化部）
＜2-(7)文化芸術活動・読書活動の推進の再掲＞

◦� 熊野少年自然の家および鈴鹿青少年センターを利用する子どもたちが、興味・関心を持って
自然体験や集団宿泊体験できるよう、研修プログラムの一層の充実を図ります。

◦� 幅広い世代の住民が集い共に学ぶことができるよう、公民館をはじめとする社会教育施設が
開催する講座等の充実を促進します。

◦� 新県立博物館を整備し、豊富な実物資料や体験プログラム、展示などを通じて、子どもから
大人まで、幅広い世代が三重の自然と歴史・文化について学び、交流する中で、豊かな感性と
知的探究心を育みます。（生活・文化部）

地域人材の学習成果の活用
� 公民館や学校等において、学習成果を生かして地域社会で活動することを希望する人材の活
用を促進します。

社会教育関係団体の活動支援
� ＰＴＡや子ども会等の社会教育関係団体の活動に対し適切な助言を行うとともに、活動の充
実を図るための研修会等の開催、活動成果の発表や意見交換を行う場の提供などを促進します。

主な取組内容
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＊�1 一万人アンケート：三重県が、県民一万人を対象とし、県行政の各分野に対する満足意識、重要意識等を
把握するために行っているアンケート調査。1998 年度（平成10 年度）からほぼ毎年度実施している。

文化財の保存・継承
� 長い歴史と豊かな自然の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた文化
財について、将来にわたって保存・継承するため、特に重要なものは指定等を行い
ます。また、指定等文化財の現状を把握するため、必要な巡視・調査を行い、所有
者等が行う修理等を支援します。

文化財についての情報提供
� 県民が文化財の価値に気づきその魅力を知って、文化財の保存・継承についての
理解が深まるよう、また学校教育や社会教育に円滑に活用できるよう、文化財につ
いての情報を提供します。

学校教育との連携
� 子どもたちが文化財に対して興味・関心を持つことができるよう、文化財にふれ
る機会を創出するなど、関係機関と連携して学校教育での取組を支援します。

文化財の活用への支援
� 県民の文化財に対する理解を深め、多様な担い手が参画して文化財を守っていこ
うとする気運を醸成するため、文化財の修復にあわせて文化財の活用の取組を支援
し、「人づくり」や「まちづくり」へつなげていきます。

今後の基本的な取組方向

� 県内の文化財が県民に十分知られていない現状があることから、県民へのさらなる情報発信
に取り組む必要があります。

� 平成 22年度一万人アンケート*1によると、「歴史･文化遺産」の施策を重要と認識している
県民の割合は、他の施策との相対比較では、44施策中33 番目という低い順位にとどまってお
り、歴史的・文化的資産の保存、継承に関する県民の理解が必ずしも十分とは言えません。

�「文化力」を生かした地域活性化を推進する本県にあっては、文化財を保存・継承するだけに
とどまらず、魅力ある地域づくりに向けて活用していくことが重要な視点となっています。




















